
ＮＯ．２７７      日本橋一丁目東地区 （組合施行）

計画地

1

2

3

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

都市高速道路第１号
線

都市高速道路第４号
線分岐線

放射第１２号線

放射第16号線

補助線街路第158号
線

特別区道中日第８号
線

幅員１１ｍ
[全幅員２２ｍ]

約１２５ｍ -

特別区道中日第２９１
号線

幅員８～１０．５
ｍ

[全幅員１６～１
８ｍ]

約６０ｍ -

特別区道中日第２９５
号線

幅員１２ｍ
[全幅員１２ｍ]

約６５ｍ -

そ
の
他
の
施
設
に

関
す
る
都
市
計
画

都市高速鉄道第
１号線

そ
の
他

公
共
施
設

一級河川日本橋
川

- - 約３５㎡

道
路

別に都市計画において定めるとおり

別に都市計画において定めるとおり

別に都市計画において定めるとおり

別に都市計画において定めるとおり

別に都市計画において定めるとおり

　国際競争力を高める都市機能の導入

(にほんばし１ちょうめひがし)

１　計画の概要

　中央区日本橋一丁目、日本橋本町一丁目及び日本橋小網町の各地内

計画の概要

　日本橋川沿い及び日本橋駅周辺の歩行者基盤の整備

　防災対応力強化と環境負荷低減

公共施設の
配置及び規模

約３．６ha -

- -

２　都市計画の内容

日本橋一丁目東地区第一種市街地再開発事業 約３．６ha

備考

既設（再整備）

拡幅
立体道路制度の活用を行う

拡幅

建築敷地と重複する区域におい
て立体的な範囲を設定

拡幅

別に都市計画において定めるとおり



建築敷地面積

A 約１０，６２０㎡

B 約５，４５０㎡

C 約２，４９０㎡

D 約２４０㎡

E 約４１０㎡

都市計画決定

建築敷地の
整備

建築物の整備

街
区

建築面積 主要用途

約９，０００㎡

公共・公益等

公共・公益等

公共・公益等

高層部２２５ｍ
低層部４５ｍ

５ｍ

令和４年３月２４日　中央区告示第６５号

A

高さの限度

高層部２４０ｍ
低層部４５ｍ

約２７４，０００㎡
（約２２１，９００㎡）

約１２０，０００㎡
（約７４，１００㎡）

約２５０㎡
（約２４０㎡）

C

D

E

延べ面積(容積対象)

B

約１５０㎡
（約１２０㎡）

約２５０㎡
（約２００㎡）

事務所、店舗、集会施設、
駐車場等

住宅、店舗、サービスア
パートメント、生活支援施

設、駐車場等
約３，８００㎡

約５０㎡

約１００㎡

約１５０㎡

１５ｍ

１０ｍ

整備計画

・日本橋川沿いは、日本橋川交流拠点の形成に向けて広場及び歩行者空間等を整備する。
・Ａ・Ｂ街区の地上部は、兜町方面へ繋がる歩行者通路や２９５号沿いの歩道状空地、昭和通り
沿道の歩行者通路等を設け、地域の回遊性の向上を図る。
・Ａ街区の地下部は、都営浅草線日本橋駅と接続する広場や歩行者通路に地上と繋がる縦動線
等を設け、地下鉄駅から昭和通り及び永代通りの交差点周辺の地上に至る歩行者ネットワーク
を整備する。



A 約１．６ha ２,０９０％ ４００％

B 約１．０ha １,２９０％ ４００％

C 約０．６ha １０％ １％

D 約０．１ha ５０％ １０％

E 約０．３ha ５０％ １０％

A

B

C

D

E

都市計画決定

敷地面積 建蔽率

延べ面積 容積率

住宅戸数

駐車場

事業認可 総事業費

年　月　日

平成２０年２月

平成２５年７月

令和４年３月２４日

-

８０％

建築物の外壁、これに代わる柱又は門若しくは塀は、計画図に示
す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、次の各
号のいずれかに該当する建築物は、この限りではない。
(1)　歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッ
キ、階段、エスカレーター、エレベーター並びにこれらに設置される
屋根、柱、壁その他これらに類するもの
(2)　建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分

壁面の位置制限建築物の高さの最高限度

高層部A：２４０ｍ
低層部Ａ：４５ｍ

（高さの基準点T.P.+３．４ｍ）

　都市計画決定
　（都市再生特別地区、地区計画、第一種市街地再開発事業）

- ―

５　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

低層部D：１０ｍ
（高さの基準点T.P.+４．３ｍ）

日本橋一丁目東地
区

建築面積の最低限度

１,０００㎡

１,０００㎡

１０㎡

１０㎡

１０㎡

- -

- -

　「日本橋一丁目東地区再生協議会」設立

　「日本橋一丁目東地区市街地再開発準備組合」設立

用途
-

-

３　都市再生特別地区

地区名 面積
容積率の
最高限度

建蔽率の
最高限度

容積率の
最低限度

令和４年３月２４日　東京都告示第３７９号

４　事業計画の概要

高層部B：２２５ｍ
低層部Ａ：４５ｍ

（高さの基準点T.P.+３．５ｍ）

低層部B：５ｍ
（高さの基準点T.P.+４．０ｍ）

低層部C：１５ｍ
（高さの基準点T.P.+３．５ｍ）



６　位置図

７　区域図



８　配置図

９　完成予想図


